
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

２．資本構成 

【大株主の状況】
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

  当社は、経営の効率化を図りかつその透明性を高めるため、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築することに努めて
おり、また、企業活動においては法令、社会規範、企業倫理などの遵守活動を恒常的に実施することで、株主重視の公正かつ信頼性の高い経営
の実現を目指しております。このような基本方針に基づいた諸施策の実行状況は、以下のとおりであります。 
 
1. 取締役会を原則月1回開催し、独立性の高い社外取締役及び独立性の高い社外監査役を含む監査役出席のもと重要事項の審議・決定を行 
  い、業務の執行状況を監督しております。 
   
2. 取締役会で審議・決定される議案のうち、特に重要なものについては、事前に経営会議において審議しております。 
 
3. 執行役員制度の導入により、意思決定と業務執行の機能を分離し、業務執行全般の効率化及び機能強化を図っております。 
 
4. 経営環境の変化に即した最適な経営体制を構築するため、取締役の任期を1年としております。 
 
5. 経営改革の一環として、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止するとともに、取締役の報酬については、各期毎の会社業績及び本人成 
  果に応じた年間報酬制に一本化しております。 
 
6. 取締役の定員については、平成22年6月29日開催の定時株主総会決議において、13名以内から10名以内（提出日現在の員数は8名） 
  へと更に少人数化し、取締役会の活性化を図っております。 
 
7. 取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数の決 
  議によって選任する旨、及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款において定めております。 

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

太平洋セメント株式会社 10,685,935 4.75

明治安田生命保険相互会社 7,706,000 3.43

東亜建設工業鶴株会 7,589,000 3.37

JFEスチール株式会社 7,148,732 3.18

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 5,787,000 2.57

株式会社みずほ銀行 5,723,500 2.54

東亜建設工業社員持株会 5,666,630 2.52

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,172,000 2.30

みずほ信託銀行株式会社 5,127,000 2.28

株式会社横浜銀行 4,337,032 1.93

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上記「大株主の状況」は、平成27年3月31日現在の状況を記載しております。 
 
当社は、平成27年3月31日現在、自己株式12,405,131株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.51％）を所有しております。 
 
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社から平成26年7月22日付で大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、平成26年7月15日現在で以
下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成27年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記
「大株主の状況」は株主名簿によっております。 
・保有者：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 



３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

・所有株式数：7,824千株 
・発行済株式総数に対する所有株式数の割合：3.48％ 
 
株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社から平成26年5月22日付で大量保有報告書（変更報告書）の提出が
あり、平成26年5月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成27年3月31日現在における実質所有株
式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」は株主名簿によっております。 
・保有者：株式会社みずほ銀行及びみずほ信託銀行株式会社 
・所有株式数：13,930千株 
・発行済株式総数に対する所有株式数の割合：6.19％ 
 
 
 
 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、札幌 既存市場

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

――― 

現時点では、当社のコーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える事実は、特にありません。 



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

【監査役関係】 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

岡村 眞彦 他の会社の出身者 △

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

岡村 眞彦 ○

社外取締役 岡村 眞彦氏は、三井物産 
株式会社の出身であります。同社と当社 
の間には、工事請負契約、業務委託契約 
等の取引関係がありますが、特別の利害 
関係はありません。取引の規模、性質に 
照らして、株主・投資者の判断に影響を及 
ぼす恐れはないと判断されることから、概 
要の記載を省略します。

大手商事会社の要職を歴任され、豊富な経験 
から取締役の職務執行の監督強化を図るに十 
分な見識を有していると考え、社外取締役とし 
ての適切な職務の遂行が期待できるため。 
また、当社が上場する金融商品取引所が規定
する独立役員の独立性基準及び属性において
独立性が確保されており、一般株主と利益相
反の生じる恐れがなく、一般株主保護の機能
が期待できるため、独立役員として届け出てい
ます。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人及び内部監査室は、年間計画、監査報告書等の定期的な打合せを含め、必要に応じ、随時情報交換を行うことで相互の 
連携を密にしております。 
 
監査役と会計監査人の連携状況は、次のとおりです。 
 
1. 監査計画の聴取  
2. 四半期決算監査状況の聴取 
3. 単体・連結の決算監査結果の報告 
 
監査役と内部監査部門の連携状況は、次のとおりです。 
 
1. 内部監査部門から監査役への内部監査結果の報告 
2. 本支店、営業所及び関係会社における監査役監査結果に関する内部監査部門との情報交換 
3. 内部監査部門の監査役会事務局の兼務 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

奥 雄二郎 他の会社の出身者 △

中野 聡 他の会社の出身者 △

三上 禎一 他の会社の出身者 △

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

奥 雄二郎 ○

社外監査役 奥 雄二郎氏は、損害保険
ジャパン日本興亜株式会社の出身であり
ます。同社と当社の間には、工事請負契
約、保険契約の取引関係がありますが、
特別の利害関係はありません。取引の規
模、性質に照らして、株主・投資者の判断
に影響を及ぼす恐れはないと判断される
ことから、概要の記載を省略します。

大手損害保険会社の役員としての豊富な経験
と経歴を通じて培われた幅広い見識により、当
社の監査業務においても適切にその職務を遂
行していただけるものと期待できるため。 
また、当社が上場する金融商品取引所が規定
する独立役員の独立性基準及び属性において
独立性が確保されており、一般株主と利益相
反の生じる恐れがなく、一般株主保護の機能
が期待できるため、独立役員として届け出てい



【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

ます。

中野 聡 ○

社外監査役 中野 聡氏は、明治安田生
命保険相互会社の出身であります。同社
と当社の間には、工事請負契約、保険契
約の取引関係がありますが、特別の利害
関係はありません。取引の規模、性質に
照らして、株主・投資者の判断に影響を及
ぼす恐れはないと判断されることから、概
要の記載を省略します。

大手生命保険会社に勤務し、長年にわたる保
険業務の経験と知識、また他社における役員
経験から培った見識により、当社の監査業務
においても適切にその職務を遂行していただ
けるものと期待できるため。 
また、当社が上場する金融商品取引所が規定
する独立役員の独立性基準及び属性において
独立性が確保されており、一般株主と利益相
反の生じる恐れがなく、一般株主保護の機能
が期待できるため、独立役員として届け出てい
ます。

三上 禎一 ○

社外監査役 三上 禎一氏は、太平洋セ
メント株式会社の出身であります。同社と
当社の間には、工事請負契約、建設資材
購入の取引関係がありますが、特別の利
害関係はありません。取引の規模、性質
に照らして、株主・投資者の判断に影響を
及ぼす恐れはないと判断されることから、
概要の記載を省略します。

大手セメント事業会社に勤務し、財務、会計業
務の経験と知識、また海外での事業経験から
培った見識により、当社の監査業務においても
適切にその職務を遂行していただけるものと
期待できるため。 
また、当社が上場する金融商品取引所が規定
する独立役員の独立性基準及び属性において
独立性が確保されており、一般株主と利益相
反の生じる恐れがなく、一般株主保護の機能
が期待できるため、独立役員として届け出てい
ます。

独立役員の人数 4 名

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

受注・利益の達成状況や財務指標など定量的評価項目及び法令遵守の状況や株価など定性的評価項目に照らし、取締役ごとの評価を行い、評
価（業績）に連動した報酬額を決定しております。 

ストックオプションの付与対象者

――― 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

取締役の報酬については、年間報酬の総額を有価証券報告書にて開示することにより、投資家をはじめとするステークホルダー及び一般公衆 
の縦覧に供しております。なお、取締役及び監査役に対する平成26年度における報酬等の額は、以下のとおりであります。 
 
・取締役の年間報酬総額（社外取締役を除く。）175百万円  
・監査役の年間報酬総額（社外監査役を除く。） 12百万円 
・社外役員                        18百万円 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

経営改革の一環として、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止するとともに、取締役の報酬については、各期毎の会社業績及び本人成果
に応じた年間報酬制にすることを取締役会にて決定しております。 

1. 社外取締役に対しては、取締役会や主要な会議等の議案について事前説明を実施するなど、十分な情報提供を行っております。 
 
2. 監査業務の補佐については、内部監査部門である「内部監査室」所属の従業員を補助使用人とし、監査役及び監査役会に係る事務局を兼務 
  するとともに、監査上必要な業務を補佐する体制をとっております。 
 
3. 社外監査役への情報伝達の方法に関して、経営上重要な情報については取締役会（毎月開催）その他の定期の重要会議に全員が出席し、ま 
  た経営会議（毎週開催）の情報については、出席した監査役から伝達されております。 
 
4. 内部監査部門から社外監査役への情報伝達の方法については、監査業務中の場合はその執務中に直接伝達され、監査役会が報告すべきも 
  のと定めた事項については、その都度担当取締役又は役職員から情報が伝達されております。なお、監査上必要があるときは、担当取締役及 
  び重要な役職員に対し、直接事情聴取することにより伝達される体制をとっております。 
    

1. 役員の業務執行については、法令及び社内ルールに基づき取締役会（毎月1回）、経営会議（毎週1回）、事業計画会議（年3回）をそれぞれ 
  関係役員出席のもとに開催し、経営上の重要事項その他について審議・決定また報告し、業務執行を適正かつ効率的に実施しております。 
 
2. 内部監査につきましては、平成21年4月に内部監査室（要員3名）を設置し、内部監査規程に準じた監査を実施することにより内部統制システム 
  の有効性の強化に努めております。 
 
3. 監査役監査につきましては、監査役4名（内社外監査役3名)により監査役会を構成し、監査役会が定めた監査計画に基づき取締役会等の重要 
  な会議に出席するほか、本社を含む各事業所への往査、子会社の状況聴取等を行うことにより、取締役の職務を監視しております。監査役の 
  うち1名は、当社において企画・監査部門を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
   
4. 社外取締役は1名、社外監査役は3名選任されております。社外取締役及び社外監査役全員が当社との人的関係、資本的関係または取引関 
  係その他利害関係はありません。すなわち、(1)当社の大株主若しくはその業務執行者、(2)当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行 
  者、(3)当社から役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家のいずれにも該当せず、またこれらに掲げた者の近 
  親者にも該当しません。 
 
5. 社外取締役及び社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する方を選任し、中立的・客観的な視点から監督・監査を行うこ 
  とにより、経営の健全性を確保することをその役割として期待しております。また当社は、社外取締役及び社外監査役選任の目的にかなうよ 
  う、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保することが難しい方については社外取締役及び社外監査役として選任いたしません。 
 
6. 平成26年6月開催の定時株主総会において社外取締役1名を選任し、独立性を有する取締役による適切な経営監督を実現し、経営の健全性・ 
  透明性の更なる向上を図っております。 
 
7. 社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結し 
  ております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認  
  められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因になった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 
 
8. 会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任しております。 
  平成26年度における会計監査業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。 
 
     会計監査業務を執行した公認会計士の氏名 
           安田 弘幸   奥見 正浩 
 
     会計監査業務に係る補助者の構成 
            公認会計士9名   その他9名 
 

  当社は企業統治システムの一つとして、平成11年6月より執行役員制度を導入し、取締役と執行役員の役割を明確に区分し、業務執行の適正
化、効率化及び迅速化を図るとともに、経営環境の変化に適切かつ柔軟に対応できる経営体制を構築することが重要と考えており、社外取締役
を含む取締役会と、社外監査役を含む監査役会制度を有する現体制が最適であると考えております。 



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

その他

1. 株主総会招集通知及びその議案の決議結果をホームページに掲載しております。 
 
2. 株主に総会への積極的な出席を促すため、日頃よりIR活動を重視し、当社の財務内容や事 
  業状況等を十分かつ適切に理解してもらえるよう、ホームページ等を通じて適切な情報開示 
  に努めております。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

IR説明会を基本的に年2回(第2四半期決算、本決算)開催しております。なお、 
説明会とは別にIR活動の一環として、工事現場の見学会を予定しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

【当社ホームページURL】  
http://www.toa-const.co.jp/ 
 
【掲載している投資家向け情報】 
・トップマネジメントメッセージ 
・中期経営計画 
・決算短信 
・決算説明会資料 
・DATA BOOK 
・有価証券報告書 
・四半期報告書 
・Annual Report 
・株主総会招集通知 
・株主総会議案における決議結果 
・その他

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部が担当しております。

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

1. 環境憲章を制定し、その基本理念のもとに環境保全活動を推進しております。なお、活動 
  状況については「CSR報告書」を作成するとともに、ホームページに掲載し、多くのステー 
  クホルダーに公開しております。 
 
2. CSR活動については、企業としての社会的責任を果たすべく「企業行動規範」を定め、全 
  社員に周知徹底するとともに、公正かつ誠実なコーポレートガバナンスを実践し、ステー 
  クホルダーからの信頼確保を重視した企業活動を推進しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

企業行動規範の第5条「企業情報の適正な開示と信頼の確保」で定めております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

【基本的な考え方（基本方針）】 
  健全な経営を目指しかつ企業としての社会的責任を果たすため、適正かつ効果的な業務執行体制の構築に加えて、全社的なコンプライアンス 
意識の浸透、業務執行全般に係るリスクの的確な把握とコントロール、独立性のある内部監査体制の構築などを重視し、それぞれ企画部門、総 
務部門、内部監査部門を中心に組織横断的な対応を実践し、内部統制システムの実効性の向上を目指しております。 
 
【体制整備の状況】 
1. 役職員が法令・定款及び企業倫理を遵守した業務執行を行うよう企業行動規範（以下参照）を定め、グループ全体に 周知徹底するとともに、 
  広くステークホルダーに開示しております。また、コンプライアンス、内部統制及びリスク管理については、ＣＳＲ委員会が全社横断的な内部 
  統制を構築し、行動計画を策定、実施するとともに、内部通報制度の強化、会社法等に基づく内部統制システムの構築に係る取締役会決議事 
  項の実施などにより、今後より一層統制環境の整備、充実を図っていきます。 
 
2. 業務執行に係るリスク管理については、それぞれの担当部門が定めた管理規程等に従い当該部門が行っておりますが、組織横断的なリスク 
  状況の監視並びに全社的対応については、リスク管理規程に基づきＣＳＲ委員会が対応し、必要に応じてその状況や対応内容を取締役会に 
  報告する体制をとっております。 
 
3. 取締役の情報管理体制としては、その職務執行に係る情報（取締役会議事録、稟議書）は文書又は電磁的媒体にて記録し、文書管理規程に 
  従い保存する体制をとっております。 
 
4. 会計監査人に関しては、その独立性を尊重するとともに、監査役及び内部監査部門との定期的な意見交換による連携のもと、適正かつ実効性 
  のある会計監査を実施しております。また、会計監査人はビジネスリスクの把握及び内部統制システムの整備、運用状況のチェックに重点を 
  置いた新たな監査方法を導入しております。 
 
5. グループ会社の業務の適正を確保する体制については、当社の定めるグループ会社運営基準に基づき、グループ各社における経営上重要な 
  事項に関しては当社取締役会の付議事項とし、その他の事項については当社企画部門の審査を経る体制をとっております。また、当社の 
  内部監査部門がグループ各社の業務執行の状況等について監査を実施し、業務の適正を確保しております。 
 
6. 反社会的勢力の排除に向けた取組みについては、企業行動規範において「反社会勢力との関係の遮断」を定め、社会の秩序や安全に脅威を 
  与える反社会的勢力、団体とは一切の関係を遮断することを基本方針とし、各事業所の管理部門を対応の統括部署として所轄警察署等 
  関係機関との連携、情報の収集、管理及び研修会を実施し、反社会勢力、 団体の排除に当たっております。 
 
7. 財務報告に関する報告及び情報の適正性を確保する体制については、当社グループの財務報告に係る内部統制基本方針に基づきその有効 
  性を継続的に評価し、是正改善を行なうことにより業務品質の向上を図っております。 
 
 
 
【東亜建設工業グループ 企業行動規範】 
  当社は、経営理念に掲げる「高い技術をもって、社業の発展を図り、健全な経営により社会的責任を果たす」ことが、社会における当社の存在 
意義であるとの認識のもとに、CSR活動を推進し健全で継続的な社業の発展を目指すべく、ここに『東亜建設工業グループ 企業行動規範』を定 
め、グループ全体に周知徹底します。 
 
1. 優良な建設物とサービスの提供 
 
当社は、多様化する顧客、社会的ニーズに応え、社会に貢献する建設物・サービスの提供に努めます。 
 
2. 法令等の遵守の徹底 
 
当社は、法令並びにその精神を遵守・徹底し、社会的良識のもと誠実かつ適切な企業活動を実践します。 
 
3. 公正な競争の推進 
 
当社は、公正かつ透明な自由競争を推進します。 
 
4. 反社会的勢力との関係の遮断 
 
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断します。 
 
5. 企業情報の適正な開示と信頼の確保 
 
当社は、企業情報を適正かつ適時に開示すると共に、社会とのコミュニケーションを積極的に図り、「開かれた企業」として社会からの信頼の確保 
に努めます。 
 
6. 地域社会との調和と貢献 
 
当社は、企業の利益と社会の利益を調和させると共に、地域社会との良好な関係の構築、維持に努め、「よき企業市民」としての役割を果たしま 
す。 
 
7. 環境への取り組み 
 
当社は、企業活動の全領域で環境との共生に努めると共に、その保全・再生に積極的に取り組みます。 
 
8. 働きやすい職場環境と豊かさの実現 
 
当社は、安全で働きやすい環境を確保すると共に、従業員の人格・個性を尊重し、ゆとりと豊かさを実現します。 



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

 

 
9. 国際社会との調和と貢献 
 
当社は、国際社会において国際ルールや現地の法令遵守はもとより、現地の文化や慣習を尊重し、その発展に貢献する事業活動を推進します。 
 
10. 率先垂範と体制整備 
 
当社の役員及び幹部社員は、本規範の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範を実践すると共に、管理・指導を徹底し、社内体制の整 
備・強化に努めます。 

当社は、グループ各社も含め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一切遮断するため、不当要求等について
は、毅然かつ組織的に対応することにしております。「東亜建設工業グループ企業行動規範」に、「反社会的勢力との関係の遮断」を定め、ＣＳＲ
活動を推進していく上での指針のひとつとして示しており、全社員が反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことを明確にしています。また、
当社の取引先との契約においては、「反社会的勢力排除に関する確約書」を義務付けており、全社を挙げて反社会的勢力排除に向けての取組
みを強化しています。



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

買収防衛策の導入の有無 なし

【会社の支配に関する基本方針について】 
 
  当社は、公開会社として株式を上場し、株主、投資家の皆様による株式の自由な取引が認められている以上、当社株式に対する大規模買付 
提案またはこれに類似する行為があった場合において、これに応じて当社株式の売却を行うか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に
基づき行われるものであると考えております。 
  当社株式の売却を行うか否か、すなわち大規模買付提案等に応じるか否かの判断を株主の皆様に適切に行っていただくためには、大規模買 
付者側から買付の条件や買収した後の経営方針、事業計画等に関する十分な情報提供がなされる必要があると考えます。また、当社は、その大
規模買付提案に対する当社取締役会の評価や意見、大規模買付提案に対する当社取締役会による代替案等も株主の皆様に提供しなければな 
らないと考えます。株主の皆様には、それらを総合的に勘案したうえでご判断をいただく必要があると考えます。 
  当社の財務及び事業の方針を決定する者は、当社の経営理念を理解し、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に構築すること 
ができ、当社の企業価値、株主共同の利益を中長期的に向上させることのできる意思と能力を備えている必要があると考えます。 
  したがって、大規模買付提案にあたって当社や当社の株主に対し、提案内容に関する情報や意見、評価、代替案作成に必要な時間を与えな
い大規模買付者、買付の目的及び買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白である大規模買付提案を
行う買付者、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有する提案等を行う大規模買付者は、当社の財務及び事業の方針を支配する者
としては適切ではないと考えています。 
  このような大規模買付提案または大規模買付行為等があった場合には、当社は、法令及び定款によって許容される限度において、企業価値
や株主共同の利益を確保するために必要な措置を講じることを基本方針とします。 

1. コーポレート・ガバナンスの充実に向けての今後の課題、目標について 
 
以下の事項について一層の強化を図っていきます。 
課 題 コンプライアンス、内部統制及びリスク管理の強化、充実 
目 標 コーポレート・ガバナンス体制の整備、強化による企業価値の一層の向上 
 
2. 適時開示体制の概要について 
 
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。  
 
【基本的な考え方】 
  当社は、金融商品市場の健全化に資することを目指し、投資家への適時適切な会社情報の開示を基本姿勢としております。そのために、金 
融商品取引法その他の関係諸法令、及び金融商品取引所の諸規則に則り、正確で公平な情報開示を行っております。 
 
【会社情報の適時開示に関する社内体制】 
  適時開示は、担当役員または情報取扱責任者（管理本部総務部長）が情報の集約・管理を行い、適時開示規則等に則り関係部署と協議のう 
え、代表取締役社長に報告します。法定事実及び決算情報については取締役会承認後遅滞なく情報開示を行い、発生事実など、適時開示の主 
旨に則り開示することが求められる事項については、発生後遅滞なく情報開示を行います。 
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適時開示体制 

 

 

                  決定事実・決算情報           発生事実 

                     所 管 部 署             

                    内部情報              内部情報 

           （情報の集約・全社的管理） 総務担当役員または総務部長   

 

                   （重要性及び適時開示情報の検討）総務担当役員、 総務部長、 

                  経理部長、広報室長、当該案件担当役員、担当部長など 

                    報告               報告 

                       代 表 取 締 役 社 長          

 

                  取 締 役 会      

    

                             情報取扱責任者（総務部長）            

                              

                       適時開示責任者（広報室長）            

                     決定事実・決算情報の適時開示      発生事実の適時開示 

                       当社が上場する金融商品取引所          
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